
  

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則（原文は縦書き） 
 

昭和三十二年八月一日最高裁判所規則第十二号 
 

改正 昭和三四年一二月一五日最高裁判所規則第一九号 
同四一年一二月二〇日同第一一号 
同五五年五月六日同第三号 
同五五年九月一七日同第六号 
平成二年五月一六日同第三号 
同一〇年一一月一九日同第五号 
同一四年二月一五日同第四号 
同一七年一月一一日同第一号 
同二五年三月二六日同第二号 

 
 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則を次のように定める。 
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則 
目次 
第一章 総則（第一条－第三条） 
第二章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等 
第一節 動産に対する強制執行等（第四条－第十四条の二） 
第二節 不動産又は船舶等に対する強制執行等（第十五条－第二十三条の四） 
第三節 債権又は電話加入権に対する強制執行等（第二十三条の五－第二十三条の七） 
第三章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分 
第一節 動産に対する滞納処分（第二十四条－第三十一条） 
第二節 不動産又は船舶等に対する滞納処分（第三十二条－第四十二条） 
第三節 債権に対する滞納処分（第四十三条－第四十七条） 
第四章 雑則（第四十八条） 
附則 
第一章 総則 
（趣旨） 
第一条 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律（昭和三十二年法律第九十
四号。以下「法」という。）による手続の調整に関する事項で強制執行、仮差押えの執
行又は担保権の実行としての競売（以下単に「競売」という。）に関するものについて
は、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 
（昭五五最裁規三・一部改正） 
第二条 削除（昭五五最裁規六） 
（通知の方法等） 
第三条 裁判所書記官又は執行官がこの規則の規定によつてする通知は、この規則に特
別の定めがある場合のほか、相当と認める方法ですることができる。 
２ 裁判所書記官又は執行官は、前項の通知をしたときは、その旨及び通知の方法を記
録上明らかにしなければならない。 
３ 第一項の通知は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外
国にあるときは、することを要しない。この場合においては、裁判所書記官又は執行官
は、その事由を記録上明らかにしなければならない。 
４ 第二項の規定は、裁判所又は執行官が法又は法第三十七条の規定に基づく政令の規
定による通知を受けた場合に準用する。 
（昭四一最裁規一一・昭五五最裁規三・一部改正） 
第二章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等（昭五五最裁規三
・改称） 
第一節 動産に対する強制執行等（昭五五最裁規三・改称） 
（差押えの管轄等） 
第四条 法第三条第二項の規定による差押えは、滞納処分による差押えがされている動
産の所在地を管轄する地方裁判所の所属の執行官がする。 
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２ 執行官は、法第三条第二項の規定による差押をする場合において、必要があるとき
は、債権者の申立により、管轄区域外において職務を行うことができる。 
（昭四一最裁規一一・昭五五最裁規三・一部改正） 
（差押書の記載事項） 
第五条 法第三条第二項の規定により徴収職員等に交付する書面（以下「差押書」とい
う。）には、次に掲げる事項を記載して執行官が記名押印しなければならない。 
一 当事者の住所及び氏名又は名称並びに事件番号及び事件名 
二 債務名義の表示 
三 執行をすべき債権の額 
四 動産の種類、材質その他の動産を特定するに足りる事項及び動産の数量 
五 強制執行による差押えをする旨 
六 滞納処分による差押えをした徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称 
七 執行官の属する裁判所の名称 
八 書面を作つた年月日 
（昭三四最裁規一九・昭四一最裁規一一・昭五五最裁規三・一部改正） 
（差押調書の記載事項） 
第六条 法第三条第二項の差押えをしたときに作成すべき差押調書に係る民事執行規
則（昭和五十四年最高裁判所規則第五号）第十三条第一項第四号の実施した民事執行の
内容の記載については、差押書を徴収職員等に交付した旨及びその方法を明らかにしな
ければならない。 
（昭五五最裁規三・全改） 
（滞納処分による差押えの解除時の処置等） 
第七条 執行官は、法第五条第一項の規定により動産の引渡しをする旨の徴収職員等の
通知を受けたときは、遅滞なく、徴収職員等から通知があつた引渡しの場所において、
動産を受け取らなければならない。この場合において、徴収職員等以外の者で動産の保
管をしているものから受け取るときは、その者にあてた執行官への動産の引渡しを依頼
する旨の徴収職員等の書面をその者に交付するものとする。 
２ 前項の規定は、法第五条第一項ただし書の動産については適用しない。 
３ 執行官は、法第五条第一項の規定により動産の引渡しを受けたときは、速やかに、
その旨を徴収職員等並びに差押債権者（民事執行法（昭和五十四年法律第四号）第百二
十五条第三項前段の規定により配当要求の効力が生じた動産執行の申立てに係る債権
者を含む。以下この節及び次章第一節において同じ。）及び債務者に通知しなければな
らない。滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が占有していた動産
についてその者が執行官に引き渡すことを拒んだときも、同様とする。 
４ 執行官は、前項の規定により通知をする場合において、当該動産について徴収職員
等から滞納処分による参加差押えがされている旨の通知を受けているときは、差押債権
者にその旨をも通知しなければならない。 
５ 法第五条第一項の規定により動産の引渡しをする旨の徴収職員等の通知があつた
日の翌日以後の動産の保管の費用は、強制執行の費用とする。 
（昭三四最裁規一九・昭四一最裁規一一・昭五五最裁規三・一部改正） 
（動産の引渡しを受けた場合の調書等） 
第八条 法第五条第一項の規定により徴収職員等から動産の引渡しを受けたときに作
成すべき調書に係る民事執行規則第十三条第一項第四号の実施した民事執行の内容の
記載については、徴収職員等から差押物の引渡しを受けた旨及び引渡しの方法を明らか
にしなければならない。 
２ 民事執行規則第百二条の規定は、前項の調書に準用する。 
３ 執行官は、法第五条第一項ただし書の規定により徴収職員等から差押物の引渡しを
受けることができなかつたときは、その事由を記録上明らかにしなければならない。 
（昭五五最裁規三・全改） 
（売却代金の残余の交付を受けた場合等の通知） 
第九条 執行官は、法第六条第一項の規定により売却代金又は有価証券の取立金の残余
の交付を受けたときは、速やかに、その旨を差押債権者及び債務者に通知しなければな
らない。法第六条第三項の通知を受けたときも、同様とする。 
（昭四一最裁規一一・昭五五最裁規三・昭五五最裁規六・一部改正） 
第十条 削除（昭五五最裁規三） 
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（差押取消書の記載事項） 
第十一条 法第七条の規定により徴収職員等に交付する書面には、次に掲げる事項を記
載して執行官が記名押印しなければならない。 
一 第五条第一号、第四号及び第六号から第八号までに掲げる事項 
二 強制執行による差押えを取り消す旨 
（昭三四最裁規一九・昭四一最裁規一一・昭五五最裁規六・一部改正） 
（強制執行続行決定の際の意見聴取の方法） 
第十二条 法第九条第二項の規定による意見の聴取は、裁判所書記官が書面を徴収職員
等に送付し、期限を付してその意見を聴く方法によるものとする。 
（平一〇最裁規五・全改） 
（強制執行続行の決定があつた場合の処置等） 
第十三条 第七条第一項から第三項まで及び第五項並びに第八条の規定は、法第十条第
二項において準用する法第五条第一項の規定により執行官が動産の引渡しを受ける場
合に関して準用する。 
（昭三四最裁規一九・昭四一最裁規一一・昭五五最裁規三・一部改正） 
（仮差押えの執行） 
第十四条 第四条から第九条まで及び第十一条の規定は、滞納処分による差押えがされ
ている動産に対する仮差押えの執行に関して準用する。 
（昭四一最裁規一一・昭五五最裁規三・一部改正） 
（競売） 
第十四条の二 第四条から第六条まで、第七条（第二項及び第三項後段を除く。）、第
八条第一項及び第二項、第九条並びに第十一条から第十三条（同条において準用する第
七条第二項及び第三項後段並びに第八条第三項を除く。）までの規定は、滞納処分によ
る差押えがされている動産に対して競売が開始された場合について準用する。 
（昭五五最裁規六・追加） 
第二節 不動産又は船舶等に対する強制執行等（昭五五最裁規六・改称） 
（強制競売開始の通知の方法） 
第十五条 法第十二条第二項の通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければな
らない。 
一 当事者の住所及び氏名又は名称並びに事件番号及び事件名 
二 債務名義の表示 
三 執行をすべき債権の額 
四 不動産の表示 
五 強制競売の開始決定があつた旨及び決定の年月日 
六 裁判所の名称 
（昭五五最裁規三・昭五五最裁規六・一部改正） 
（滞納処分による差押えが解除された場合の通知） 
第十六条 法第十四条の通知があつたときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨を差
押債権者及び債務者に通知しなければならない。この場合においては、第七条第四項の
規定を準用する。 
（昭五五最裁規三・全改） 
（強制競売の申立ての取下げ等の通知の方法） 
第十七条 法第十五条の通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならな
い。 
一 第十五条第一号、第四号及び第六号に掲げる事項 
二 強制競売の申立てが取り下げられ、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生
じた旨及びその年月日 
（昭五五最裁規三・一部改正） 
（売却代金の残余の交付を受けた場合の処置） 
第十八条 法第十七条において準用する法第六条第一項の規定により裁判所が売却代
金の残余の交付を受けたときは、裁判所書記官は、裁判所が交付を受けた金銭及び交付
を受けた年月日を記録上明らかにしなければならない。 
（売却代金の残余の交付を受けた場合の通知等） 
第十九条 第九条及び第十二条の規定は、法第十三条第一項の不動産に関して準用す
る。この場合において、第九条中「執行官は、」とあるのは、「裁判所書記官は、執行
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裁判所が」と読み替えるものとする。 
２ 前項において準用する第十二条の規定による書面の送付は、法第十二条第二項の通
知とともにすることができる。 
（昭三四最裁規一九・昭四一最裁規一一・昭五五最裁規三・昭五五最裁規六・一部改正、
平一〇最裁規五・第二項追加） 
（強制執行続行の決定があつた場合の通知） 
第二十条 第十六条前段の規定は、法第十七条において準用する法第九条第一項の規定
により強制執行続行の決定があつた場合に準用する。 
（昭三四最裁規一九・昭五五最裁規三・一部改正） 
（仮差押えの執行） 
第二十一条 第十五条の規定は法第十八条第一項において準用する法第十二条第二項
の通知に、第十七条の規定は法第十八条第一項において準用する法第十五条の通知に準
用する。 
２ 第九条前段及び第十八条の規定は、法第十八条第二項の規定により裁判所が売却代
金の残余の交付を受けた場合に準用する。この場合において、第九条前段中「執行官は、」
とあるのは、「裁判所書記官は、裁判所が」と読み替えるものとする。（昭五五最裁規
三・昭五五最裁規六・一部改正） 
（船舶に対する強制執行） 
第二十二条 第十五条から第二十条までの規定は、滞納処分による差押えがされている
船舶で登記されるものに対して強制執行が開始された場合について準用する。 
２ 前項の船舶について、船舶国籍証書その他の船舶の航行のために必要な文書（以下
「船舶国籍証書等」という。）が執行裁判所に提出されたときは、裁判所書記官は、徴
収職員等に対し、その旨を通知しなければならない。 
（昭五五最裁規六・全改） 
（船舶に対する仮差押えの執行） 
第二十二条の二 第二十一条の規定は、前条第一項の船舶に対して仮差押えの執行がさ
れた場合について準用する。 
２ 執行官は、前項の船舶に対する仮差押えの執行として船舶国籍証書等を取り上げて
保全執行裁判所に提出すべきことを命じられた場合において、徴収職員等が船舶国籍証
書等を取り上げていることを知つたときは、その旨を保全執行裁判所に届け出なければ
ならない。 
３ 前条第二項の規定は、執行官に対し船舶国籍証書等を取り上げて保全執行裁判所に
提出すべきことを命ずる方法による仮差押えの執行（以下「船舶国籍証書等取上げの仮
差押執行」という。）が第一項の船舶に対してされた場合について準用する。 
（昭五五最裁規六・追加、平二最裁規三・一部改正） 
（競売） 
第二十三条 第十五条から第二十条までの規定は滞納処分による差押えがされている
不動産又は船舶に対して競売が開始された場合について、第二十二条第二項の規定は滞
納処分による差押えがされている船舶に対して競売が開始された場合について準用す
る。 
（昭五五最裁規三・昭五五最裁規六・一部改正） 
（航空機に対する強制執行等） 
第二十三条の二 法第六条第二項、法第八条、法第九条、法第十条第一項、法第十二条
第二項、法第十三条及び法第十五条並びに第二十二条の規定は滞納処分による差押えが
されている航空機に対して強制執行又は競売が開始された場合について、法第十二条第
二項、法第十五条及び法第十八条第三項並びに第二十二条の二の規定は滞納処分による
差押えがされている航空機に対して仮差押えの執行がされた場合について準用する。こ
の場合において、法第六条第二項中「執行官」とあるのは「執行裁判所」と、「売得金
の交付を受けた時」とあるのは「配当要求の終期」と、第二十二条第二項中「船舶国籍
証書」とあるのは「航空機登録証明書」と読み替えるものとする。 
（昭五五最裁規六・追加） 
（自動車等に対する強制執行及び自動車等の競売） 
第二十三条の三 法第六条第二項、法第八条、法第九条、法第十条第一項、法第十二条
第二項、法第十三条及び法第十五条並びに第十五条から第二十条までの規定は、滞納処
分による差押えがされている自動車、建設機械又は小型船舶（以下「自動車等」という。）
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に対して強制執行又は競売が開始された場合について準用する。この場合において、法
第六条第二項中「執行官」とあるのは「執行裁判所」と、「売得金の交付を受けた時」
とあるのは「配当要求の終期」と読み替えるものとする。 
２ 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令（昭和三十二年政令第二百四十
八号。以下「政令」という。）第十二条の三第一項において準用する政令第三条第一項
（政令第五条第一項において準用する場合を含む。）の規定による通知があつたときは、
執行裁判所は、執行官に対し、徴収職員等から通知があつた引渡しの場所において、徴
収職員等が占有をした際に次に掲げる者の占有していた自動車等の引渡しを受けるよ
う命じなければならない。 
一 債権者、債務者又は所有者 
二 民事執行規則第百七十六条第二項（同規則第百七十七条において準用する場合を含
む。）において準用する同規則第百七十四条第二項の規定により引渡しを命じられてい
る者 
三 前二号に掲げる者以外の者で執行官に対する引渡しを拒まないもの 
３ 第七条第一項後段及び第三項後段並びに民事執行規則第九十条第一項の規定は執
行官が前項の規定による命令に基づいて自動車等の引渡しを受ける場合について、同規
則第八十九条第一項ただし書の規定はこの項において準用する同規則第九十条第一項
の規定による届出がされている場合について準用する。この場合において、第七条第三
項後段中「債権者及び債務者」とあるのは、「第二十三条の三第二項第一号又は第二号
に掲げる者」と読み替えるものとする。 
４ 前項において準用する民事執行規則第九十条第一項の規定による届出が執行裁判
所にされたときは、裁判所書記官は、速やかに、徴収職員等、差押債権者、債務者及び
所有者に対し、その旨を通知しなければならない。 
５ 第二項の通知があつた日の翌日以後の自動車等の保管の費用は、強制執行又は競売
の費用とする。 
６ 第二項の規定による命令があつた場合における民事執行規則第九十七条（同規則第
九十八条及び第百七十六条第二項（同規則第百七十七条において準用する場合を含む。）
において準用する場合を含む。）において準用する民事執行法第百二十条の規定の適用
については、同条中「強制競売の開始決定」とあるのは、「滞納処分と強制執行等との
手続の調整に関する規則第二十三条の三第二項の規定による命令」とする。 
７ 民事執行規則第九十条第一項（同規則第九十八条及び第百七十六条第二項（同規則
第百七十七条において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）の規定
による届出が執行裁判所にされたときは、裁判所書記官は、徴収職員等に対し、その旨
を通知しなければならない。 
８ 第一項の自動車等について、政令第十二条の三第三項の規定による請求があつたと
きは、執行裁判所は、執行官に対し、自動車等を徴収職員等に引き渡すよう命じなけれ
ばならない。 
９ 執行官は、前項の規定による命令を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を徴
収職員等に書面で通知しなければならない。 
一 強制競売又は競売の事件の表示 
二 自動車等の表示 
三 前項の規定による命令により自動車等の引渡しをする旨及び引渡しの場所 
四 執行官以外の者で自動車等の保管をしているものに直接に徴収職員等への自動車
等の引渡しをさせようとするときは、その旨 
１０ 前項第四号に規定する場合には、同項の規定による通知は、自動車等の保管をし
ている者にあてた徴収職員等への自動車等の引渡しを依頼する旨の書面を添えてしな
ければならない。 
１１ 執行官は、第八項の規定による命令により自動車等の引渡しをしたとき（第九項
第四号に規定する場合にあつては、同項の規定による通知を発したとき）は、その旨を
執行裁判所に届け出なければならない。 
（昭五五最裁規六・追加） 
（自動車等に対する仮差押えの執行） 
第二十三条の四 法第十二条第二項、法第十五条及び法第十八条第三項並びに第二十一
条の規定は前条第一項の自動車等に対して仮差押えの執行がされた場合について、同条
第二項、第五項及び第八項から第十一項までの規定は執行官に対し自動車等を取り上げ
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て保管すべき旨を命ずる方法による仮差押えの執行（以下「自動車等取上げの仮差押執
行」という。）が同条第一項の自動車等に対してされた場合について、第七条第一項後
段及び第三項の規定は執行官がこの項において準用する前条第二項の規定による命令
に基づいて自動車等の引渡しを受ける場合について準用する。 
２ 保全執行裁判所は、前条第一項の自動車等に対して自動車等取上げの仮差押執行を
した場合において、その滞納処分を知つたときは、執行官に対し、自動車等を取り上げ
たときはその旨を保全執行裁判所に届け出るよう命じなければならない。 
３ 執行官は、前条第一項の自動車等に対する仮差押えの執行として自動車等を取り上
げて保管すべきことを命じられた場合において、徴収職員等が自動車等を占有している
ことを知つたときは、その旨を保全執行裁判所に届け出なければならない。 
４ 第二項の規定による命令に基づいて保全執行裁判所に届出がされたときは、裁判所
書記官は、徴収職員等に対し、執行官が自動車等を保管している旨を通知しなければな
らない。 
（昭五五最裁規六・追加、平二最裁規三・一部改正） 
第三節 債権又は電話加入権に対する強制執行等（昭五五最裁規六・追加） 
（債権に対する強制執行及び債権を目的とする担保権の実行又は行使） 
第二十三条の五 第九条、第十二条、第十五条、第十六条前段（第二十条において準用
する場合を含む。）、第十七条、第十八条及び第十九条第二項の規定は滞納処分による
差押えがされている債権に対して差押命令又は差押処分が発せられた場合について、第
七条第一項、第三項前段及び第五項、第八条第一項及び第二項並びに第十三条（同条に
おいて準用する第七条第二項及び第三項後段並びに第八条第三項を除く。）の規定は滞
納処分による差押えがされている動産の引渡請求権に対して差押命令が発せられた場
合について準用する。この場合において、第九条中「執行官は、」とあるのは「執行裁
判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官は、執行裁判所（差押処分がされ
た場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官）が」と、「売却代金又は有価証
券の取立金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは法第二十条の六第一項の規
定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と、第十五条中「法第十二条第二項」
とあるのは「法第二十条の三第二項」と、同条第五号中「強制競売の開始決定があつた」
とあるのは「差押命令又は差押処分が発せられた」と、「決定」とあるのは「差押命令
又は差押処分」と、同条第六号中「裁判所」とあるのは「裁判所（差押処分がされた場
合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官の属する裁判所）」と、第十六条前段
（第二十条において準用する場合を含む。）中「裁判所書記官」とあるのは「執行裁判
所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官」と、第十七条第一号中「第十五条
第一号、第四号及び第六号」とあるのは「第二十三条の五第一項において読み替えて準
用する第十五条第一号、第四号及び第六号」と、同条第二号中「強制競売の申立て」と
あるのは「差押命令若しくは差押処分の申立て」と、「強制競売の手続を取り消す決定」
とあるのは「差押命令若しくは差押処分を取り消す決定若しくは差押処分を取り消す旨
の裁判所書記官の処分」と、第十八条中「裁判所」とあるのは「執行裁判所（差押処分
がされた場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官）」と、「売却代金」とあ
るのは「第三債務者からの取立金若しくは法第二十条の六第一項の規定により供託され
た金銭の払渡金又は売却代金」と、「裁判所書記官」とあるのは「執行裁判所の裁判所
書記官又は差押処分をした裁判所書記官」と、第十九条第二項中「前項」とあるのは「第
二十三条の五第一項」と、「法第十二条第二項」とあるのは「法第二十条の三第二項」
と、第二十条において準用する第十六条前段中「及び債務者」とあるのは「、債務者及
び第三債務者」と読み替えるものとする。 
２ 執行官は、滞納処分による差押え後に差押命令が発せられた動産の引渡請求権につ
いて、民事執行法第百六十三条第一項（同法第百九十三条第二項において準用する場合
を含む。以下この項において同じ。）の申立てを受けた場合において、その滞納処分を
知つたときは、申立てが取り下げられたとき、又は申立てを却下したときを除き、次に
掲げる事項を徴収職員等に書面で通知しなければならない。 
一 強制執行又は担保権の実行若しくは行使の事件の表示 
二 動産の引渡請求権の表示 
三 民事執行法第百六十三条第一項の申立てを受けた旨 
四 執行官の属する裁判所の名称 
３ 執行官は、前項の規定による通知をした場合において、同項に規定する申立てが取
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り下げられたとき、又はその申立てを却下したときは、その旨を徴収職員等に通知しな
ければならない。 
（昭五五最裁規六・追加、平一〇最裁規五・平一七最裁規一・一部改正） 
（債権に対する仮差押えの執行） 
第二十三条の六 第九条前段、第十五条、第十七条及び第十八条の規定は、滞納処分に
よる差押えがされている債権に対して仮差押えの執行がされた場合について準用する。
この場合において、第九条前段中「執行官は、」とあるのは「裁判所書記官は、保全執
行裁判所が」と、「売却代金又は有価証券の取立金」とあるのは「第三債務者からの取
立金若しくは法第二十条の九第一項において準用する法第二十条の六第一項の規定に
より供託された金銭の払渡金又は売却代金」と、第十五条中「法第十二条第二項」とあ
るのは「法第二十条の九第一項において準用する法第二十条の三第二項」と、第十八条
中「売却代金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは法第二十条の九第一項に
おいて準用する法第二十条の六第一項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却
代金」と読み替えるものとする。 
（昭五五最裁規六・追加、平一七最裁規一・一部改正） 
（電話加入権に対する強制執行及び電話加入権を目的とする担保権の実行） 
第二十三条の七 第七条第四項の規定は、電話加入権について法第二十条の十一第一項
によりその例によることとされる第二十三条の五第一項において準用する第十六条前
段の規定により通知をする場合について準用する。 
（昭五五最裁規六・追加） 
第三章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分 
第一節 動産に対する滞納処分（昭五五最裁規三・改称） 
（滞納処分による差押えがあつた場合の通知） 
第二十四条 法第二十一条第二項の規定による差押えがあつたときは、執行官は、速や
かに、その旨を差押債権者に通知しなければならない。 
（昭四一最裁規一一・昭五五最裁規三・一部改正） 
（強制執行による差押えの取消し時の処置） 
第二十五条 法第二十二条の動産について強制執行による差押えを取り消すべきとき
は、執行官は、速やかに、次に掲げる事項を徴収職員等に書面で通知しなければならな
い。 
一 第五条第一号及び第四号に掲げる事項 
二 法第二十三条の規定により動産の引渡しをする旨及び引渡しの場所 
三 執行官以外の者で動産の保管をしているものに直接に徴収職員等への動産の引渡
しをさせようとするときは、その旨 
四 国税若しくはその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の交付の要求があつたと
きは、その交付を求めた徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在 
２ 前項第三号の場合には、同項の通知は、動産の保管をしている者にあてた徴収職員
等への動産の引渡しを依頼する旨の書面を添えてしなければならない。 
（昭三四最裁規一九・昭四一最裁規一一・昭五五最裁規三・昭五五最裁規六・一部改正） 
第二十六条 削除（昭五五最裁規三） 
（滞納処分続行承認の決定の請求があつた場合の処置） 
第二十七条 法第二十五条の請求があつたときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨
を差押債権者に通知しなければならない。 
（昭五五最裁規三・平一〇最裁規五・一部改正） 
（滞納処分続行承認の決定があつた場合の処置） 
第二十八条 滞納処分続行承認の決定があつたときは、執行官は、その旨を記録上明ら
かにしなければならない。 
（昭四一最裁規一一・一部改正） 
第二十九条 第二十五条の規定は、滞納処分続行承認の決定があつた場合に準用する。 
（仮差押物に対する滞納処分） 
第三十条 第七条第一項、第三項前段及び第五項、第八条、第九条並びに第十一条の規
定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした動産に関して準用する。 
（昭三四最裁規一九・昭四一最裁規一一・昭五五最裁規三・一部改正） 
（競売による差押えがされている動産に対する滞納処分） 
第三十一条 第二十四条、第二十五条及び第二十七条から第二十九条までの規定は、競
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売による差押えがされている動産に対して滞納処分による差押えがされた場合につい
て準用する。 
（昭五五最裁規六・全改） 
第二節 不動産又は船舶等に対する滞納処分（昭五五最裁規六・改称） 
（滞納処分による差押えがされた場合の通知） 
第三十二条 法第二十九条第二項の通知があつたときは、裁判所書記官は、速やかに、
その旨を差押債権者に通知しなければならない。 
（昭和五五最裁規三・一部改正） 
（強制競売の申立ての取下げ等の通知の方法） 
第三十三条 法第三十一条の通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければなら
ない。 
一 第十五条第一号、第四号及び第六号に掲げる事項 
二 第十七条第二号に掲げる事項 
三 国税若しくはその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の交付の要求があつたと
きは、その交付を求めた徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在 
（昭三四最裁規一九・昭五五最裁規三・一部改正） 
第三十四条 削除（昭五五最裁規三） 
（滞納処分続行承認の決定の請求があつた場合の処置） 
第三十五条 第二十七条の規定は、法第三十条の不動産に関して準用する。 
（滞納処分続行承認の決定があつた場合の通知） 
第三十六条 滞納処分続行承認の決定があつたときは、裁判所書記官は、速やかに、第
三十三条第三号に掲げる事項を徴収職員等に通知しなければならない。 
（昭三四最裁規一九・昭五五最裁規三・一部改正） 
（仮差押不動産に対する滞納処分） 
第三十七条 第二十一条第二項並びに第三十三条第一号及び第二号の規定は、仮差押え
の執行後に滞納処分による差押えをした不動産に関して準用する。 
（昭五五最裁規三・一部改正） 
（強制執行がされている船舶に対する滞納処分） 
第三十八条 第三十二条、第三十三条、第三十五条及び第三十六条の規定は、強制執行
がされている船舶で登記されるものに対して滞納処分による差押えがされた場合につ
いて準用する。 
２ 執行裁判所は、政令第二十四条第二項の規定により船舶国籍証書等の引渡しを受け
た場合において、強制競売の申立てが取り下げられ、若しくは強制競売の手続を取り消
す決定が効力を生じたとき、又は滞納処分続行承認の決定をしたときは、徴収職員等に
対し、船舶国籍証書等を引き渡さなければならない。 
（昭五五最裁規六・全改） 
（仮差押えの執行がされている船舶に対する滞納処分） 
第三十八条の二 第三十七条の規定は、仮差押えの執行がされている船舶で登記される
ものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。 
（昭五五最裁規六・追加） 
（競売の開始決定後の滞納処分） 
第三十九条 第三十二条、第三十三条、第三十五条及び第三十六条の規定は競売の開始
決定があつた不動産又は船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第
三十八条第二項の規定は競売の開始決定があつた船舶に対して滞納処分による差押え
がされた場合について準用する。 
（昭五五最裁規三・昭五五最裁規六・一部改正） 
（航空機に対する滞納処分） 
第四十条 法第二十六条第一項及び第三項、法第二十七条第一項並びに法第三十一条並
びに第三十八条の規定は強制執行又は競売が開始されている航空機に対して滞納処分
による差押えがされた場合について、法第十八条第三項及び法第三十一条並びに第三十
八条の二の規定は仮差押えの執行がされている航空機に対して滞納処分による差押え
がされた場合について準用する。 
（昭五五最裁規六・追加） 
（強制執行又は競売が開始されている自動車等に対する滞納処分） 
第四十一条 法第二十六条第一項及び第三項、法第二十七条第一項並びに法第三十一条
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並びに第二十三条の三（第一項及び第七項を除く。）、第三十二条、第三十三条、第三
十五条及び第三十六条の規定は、強制執行又は競売が開始されている自動車等に対して
滞納処分による差押えがされた場合について準用する。 
２ 執行裁判所は、政令第二十七条第一項において準用する法第五条第一項の規定によ
り自動車等の引渡しを受けた場合において、強制競売若しくは競売の申立てが取り下げ
られ、若しくは強制競売若しくは競売の手続を取り消す決定が効力を生じたとき、又は
滞納処分続行承認の決定をしたときは、執行官に対し、自動車等を徴収職員等に引き渡
すよう命じなければならない。この場合においては、第二十三条の三第九項から第十一
項までの規定を準用する。 
（昭五五最裁規六・追加） 
（仮差押えの執行がされている自動車等に対する滞納処分） 
第四十二条 法第十八条第三項及び法第三十一条並びに第三十七条の規定は仮差押え
の執行がされている自動車等に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第
二十三条の三第二項、第五項及び第八項から第十一項までの規定は自動車等取上げの仮
差押執行がされている自動車等に対して滞納処分による差押えがされた場合について、
第七条第一項後段及び第三項前段の規定は執行官がこの条において準用する第二十三
条の三第二項の規定による命令に基づいて自動車等の引渡しを受ける場合について準
用する。この場合において、同項中「徴収職員等が占有をした際に次に掲げる者の占有
していた自動車等」とあるのは、「自動車等」と読み替えるものとする。 
（昭五五最裁規六・追加） 
第三節 債権に対する滞納処分（昭五五最裁規六・追加） 
（第三債務者の事情届の方式等） 
第四十三条 法第三十六条の六第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した
書面でしなければならない。 
一 強制執行事件の表示 
二 強制執行による差押えをした債権者及び債務者の氏名又は名称 
三 滞納処分による差押えをした徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所
在 
四 供託の事由及び供託した金額 
２ 前項の書面には、供託書正本を添付しなければならない。 
３ 法第三十六条の六第三項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面でし
なければならない。 
一 第十五条第一号から第三号までに掲げる事項 
二 債権の表示 
三 差押命令又は差押処分が効力を生じた年月日 
四 第三債務者から供託の事情の届出があつた旨並びに供託の金額及び年月日 
五 裁判所（差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官
の属する裁判所）の名称 
（昭五五最裁規六・追加、平一七最裁規一・一部改正） 
（供託書正本等の引渡し） 
第四十四条 法第三十六条の十一において準用する法第三十一条に規定する場合にお
いて、供託書正本又は債権証書が執行裁判所（差押処分がされている場合にあつては、
当該差押処分をした裁判所書記官）に提出されているときは、執行裁判所の裁判所書記
官又は差押処分をした裁判所書記官は、これらを徴収職員等に引き渡さなければならな
い。滞納処分続行承認の決定があつた場合において、供託書正本又は債権証書が執行裁
判所（差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官）に提
出されているときも、同様とする。 
（昭五五最裁規六・追加、平一七最裁規一・一部改正） 
（滞納処分続行承認の決定の請求があつた場合の処置等の規定の準用） 
第四十五条 第二十七条、第三十二条、第三十三条及び第三十六条の規定は強制執行に
よる差押えがされている債権に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第
二十五条（第一項第四号を除く。）（第二十九条において準用する場合を含む。）の規
定は強制執行による差押えがされている動産の引渡請求権に対して滞納処分による差
押えがされた場合において、執行官が滞納処分を知つたときについて準用する。この場
合において、第三十二条中「法第二十九条第二項」とあるのは「法第三十六条の三第二
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項」と、「裁判所書記官」とあるのは「執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした
裁判所書記官」と、第三十三条第一号中「第十五条第一号、第四号及び第六号」とある
のは「第二十三条の五第一項において読み替えて準用する第十五条第一号、第四号及び
第六号」と、同条第二号中「第十七条第二号」とあるのは「第二十三条の五第一項にお
いて読み替えて準用する第十七条第二号」と、第三十六条中「速やかに」とあるのは「速
やかに、その旨を第三債務者に通知するとともに」と読み替えるものとする。 
（昭五五最裁規六・追加、平一七最裁規一・一部改正） 
（仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分） 
第四十六条 第九条前段、第十七条及び第十八条の規定は、仮差押えの執行がされてい
る債権に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。この場合におい
ては、第二十三条の六後段の規定を準用する。 
（昭五五最裁規六・追加、平成一七最裁規一・一部改正）） 
（担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分） 
第四十七条 第四十三条から第四十五条まで（同条後段を除く。）の規定は、担保権の
実行又は行使による差押えがされている債権に対して滞納処分による差押えがされた
場合について準用する。この場合において、第四十三条第三項第三号中「差押命令又は
差押処分」とあるのは「差押命令」と、同項第五号中「裁判所（差押処分がされている
場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官の属する裁判所）」とあるのは「裁
判所」と、第四十四条中「執行裁判所（差押処分がされている場合にあつては、当該差
押処分をした裁判所書記官）」とあるのは「執行裁判所」と、「執行裁判所の裁判所書
記官又は差押処分をした裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官」と、第四十五条に
おいて準用する第三十二条中「法第二十九条第二項」とあるのは「法第三十六条の十三
において準用する法第三十六条の三第二項」と、第四十五条において準用する第三十六
条中「速やかに」とあるのは「速やかに、その旨を第三債務者に通知するとともに」と
読み替えるものとする。 
（昭五五最裁規六・追加、平一七最裁規一・一部改正） 
第四章 雑則（平二五最裁規二・追加） 
（租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十
一条第五項に規定する場合の特則） 
第四十八条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す
る法律（昭和四十四年法律第四十六号）第十一条第五項に規定する場合における第二十
三条の二、第二十三条の三第一項、第二十三条の四第一項、第四十条及び第四十二条の
規定の適用については、第二十三条の二中「法第六条第二項、」とあるのは「租税条約
等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和四十四年
法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第十一条第五項の規定によ
り読み替えて適用される法第六条第二項、」と、「法第十八条第三項」とあるのは「租
税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第十八条第
三項」と、「、法第六条第二項」とあるのは「、租税条約等実施特例法第十一条第五項
の規定により読み替えて適用される法第六条第二項」と、第二十三条の三第一項中「法
第六条第二項」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替
えて適用される法第六条第二項」と、第二十三条の四第一項、第四十条及び第四十二条
中「法第十八条第三項」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定によ
り読み替えて適用される法第十八条第三項」とする。 
（平二五最裁規二・追加） 
 
附則 
 この規則は、昭和三十二年十月一日から施行する。 
附則（昭和三四年一二月一五日最高裁判所規則第一九号） 
 この規則は、昭和三十五年一月一日から施行する。 
附則（昭和四一年一二月二〇日最高裁判所規則第一一号） 
 この規則は、執行官法の施行の日から施行する。 
（施行の日＝昭和四一年一二月三一日） 
附則（昭和五五年五月六日最高裁判所規則第三号抄） 
（施行期日） 
１ この規則は、民事執行法（昭和五十四年法律第四号）の施行の日（昭和五十五年十
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月一日）から施行する。 
附則（昭和五五年九月一七日最高裁判所規則第六号抄） 
（施行期日） 
１ この規則は、昭和五十五年十月一日から施行する。 
（経過措置） 
２ この規則による改正後の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則の規
定は、滞納処分とこの規則の施行後に申し立てられた民事執行との手続の調整につい
て）適用する。 
附則（平成二年五月一六日最高裁判所規則第三号抄） 
（施行期日） 
第一条 この規則は、法の施行の日から施行する。 
（民事保全法施行の日＝平成三年一月一日） 
附則（平成一〇年一一月一九日最高裁判所規則第五号） 
（施行期日） 
１ この規則は、競売手続の円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律（平成
十年法律第百二十八号）の施行の日（平成十年十二月十六日）から施行する。 
（滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 
２ この規則の施行前にされた強制執行続行の決定の申請については、なお従前の例に
よる。 
附則（平成一四年二月一五日最高裁判所規則第四号） 
この規則は、平成一四年四月一日から施行する。 

附則（平成一七年一月一一日最高裁判所規則第一号抄） 
 第一条 この規則は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律 

（平成十六年法律第百五十二号）の施行の日から施行する。 

 （施行の日＝平成一七年四月一日） 
附則（平成二五年三月二六日最高裁判所規則第二号） 
この規則は、租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第十六号）

附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日（平成二十五年七月一日）から施行する。 
 
 


